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参考資料 

１ 旧那古野小学校施設活用方針（案）の検討経緯 

（１）旧那古野小学校施設活用検討懇談会 

 開催日 場所 出席者数 議題 

第 1回 
2016(平成 28)年 

4月 22日（金） 

市役所西庁舎 12階 

第 3会議室 

出席 12名 

傍聴 3名 

1 はじめに 

2 経緯・概要・すすめ方 

3 意見交換 

・全体のすすめ方 

・当地が担うべき役割とコンセプト 

4 その他 

第 2回 
2016(平成 28)年 

7月 15日（金） 

市役所西庁舎 12階 

第 18会議室 

出席 15名 

傍聴 1名 

1 はじめに 

・第１回地域意見交換会の報告 

・第１回懇談会の確認事項等 

2 意見交換 

・活用に関する考え方 

・導入機能 

3 その他 

第 3回 

2016(平成 28)年 

10月 14日（金） 

 

市役所西庁舎 12階 

第 18会議室 

出席 15名 

傍聴 2名 

1 はじめに 

・第 2回地域意見交換会の報告 

2 意見交換 

・事業者ヒアリングについて 

・導入機能について 

・事業スキームについて 

3 その他 

第 4回 

2016(平成 28)年 

12月 16日（金） 

 

市役所西庁舎 12階 

第 18会議室 

出席 15名 

傍聴 4名 

1 はじめに 

・第 3回地域意見交換会の報告 

・第 3回有識者懇談会の確認事項 

2 意見交換 

・事業者ヒアリングについて 

・旧那古野小学校施設活用方針（素案） 

3 その他 

・「旧那古野小学校」閉校後(平成 29 年

度)の防災機能 

第 5回 

 

2017(平成 29)年 

2月 17日（金） 

市役所西庁舎 12階 

第 18会議室 

出席 15名 

傍聴 4名 

1 はじめに 

・第 4回地域意見交換会の報告 

2 意見交換 

・旧那古野小学校施設活用方針（素案） 

3 その他 
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第 6回 
2017(平成 29)年 

6月 9日（金） 

市役所西庁舎 3階 

第 8会議室 

出席 15名 

傍聴 1名 

1 はじめに 

・旧那古野小通信⑤ 

2 意見交換               

・旧那古野小学校施設活用方針（案） 

・今年度の取組内容について 

3 その他 

第 7回 
2017(平成 29)年 

9月 22日（金） 

市役所西庁舎 3階 

第 8会議室 

出席 11名 

(非公開) 

1 はじめに 

2 意見交換               

・旧那古野小学校施設活用方針（案） 

・ヒアリングについて 

3 その他 

第 8回 
2017(平成 29)年 

12月 21日（木） 

市役所西庁舎 3階 

第 8会議室 

出席 11名 

傍聴 1名 

1 はじめに 

2 意見交換               

・ヒアリング結果について 

・旧那古野小学校施設活用方針（案） 

3 その他 
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（２）旧那古野小学校施設活用検討地域意見交換会 

 開催日 場所 出席者数 議題 

第 1回 
2016(平成 28)年 

6月 10日（金） 

那古野コミュニテ

ィセンター 

出席20名 

傍聴 1名 

1 はじめに 

2 経緯・概要・すすめ方 

3 意見交換 

(1) エリア別における当地の担うべ
き役割 

・有識者の意見について 

・当地が担うべき役割について 

(2)その他 

4 まとめ 

5 その他 

第 2回 
2016(平成 28)年 

8月 31日（水） 

名古屋市立なごや

小学校東校舎  

1階会議室 

出席20名 

傍聴 0名 

1 はじめに 

・第 1回地域意見交換会の振返り 

・第 1回有識者懇談会の確認事項 

2 意見交換 

・旧那古野小学校施設活用の考え方 

・導入機能 

3 まとめ 

4 その他 

第 3回 
2016(平成 28)年 

11月 14日（月） 

国際センタービル  

第二研修室 

出席18名 

傍聴 1名 

1 はじめに 

・第 2回地域意見交換会の振返り 

2 意見交換 

・事業者ヒアリング 

・導入機能 

・事業スキーム 

3 まとめ 

4 その他 

第 4回 
2016(平成 29)年 

1月 20日（金） 

国際センタービル  

第三研修室 

出席21名 

傍聴 1名 

1 はじめに 

・第 3回地域意見交換会の振返り 

・第 4回有識者懇談会の確認事項 

2 意見交換 

・事業者ヒアリング 

・活用方針（素案） 

・地域の参画について 

3 まとめ 

4 その他 
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２ 有識者懇談会・地域意見交換会の委員 

 

（１）旧那古野小学校施設活用検討懇談会 委員 

 

 氏名 所属等 

学識 

経験者 

服部敦 中部大学工学部教授 

鶴田佳子 岐阜工業高等専門学校建築学科教授 

水野晶夫 名古屋学院大学現代社会学部教授 

 

行政 

防災危機管理局地域防災室長（第２回～） 

財政局財政部アセットマネジメント推進室長 

住宅都市局ﾘﾆｱ関連都心開発部都心まちづくり課長 

住宅都市局ﾘﾆｱ関連都心開発部ﾘﾆｱ関連・名駅周辺開発推進課長 

西区役所区政部地域力推進室長 

教育委員会事務局総務部主幹 

（教育施設に関するｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの推進に係る特命事項の処理） 

教育委員会事務局子ども応援委員会制度担当部主幹  

（学校規模の適正化） 

住宅都市局都市整備部まちづくり企画課長 

オブ 

ザーバー 
名古屋都市センター調査課長 
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３ 検討に使用した資料 

（１）人口や世帯数の推移 
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（２） 旧那古野小学校に関連する各種計画（名古屋市） 

 

1 

名称 名古屋市総合計画 2018 

策定年月日等 2015(平成 27)年 2月 

概要 

「世界のナゴヤ、本物ナゴヤ、ぬくとい市民」の実現をめざして、まちづ
くりの方向性を明確化するとともに、本市のめざす都市像を実現するた
めに取組む施策等を明示。 

 

〈関連施策〉  

・施策 16 防災・減災対策をすすめるとともに、地域防災力の向上を支
援します 

・施策 32 世界の主要都市としてふさわしい都心機能・交流機能を高め
ます 

・施策 35 歴史・文化に根ざした魅力を大切にします 

・施策 36 港・水辺の魅力向上をはかります 

2 

名称 名古屋市都市計画マスタープラン 

策定年月日等 2011(平成 23)年 12月 

概要 

3 つのまちづくり戦略に基づく重点的な取組みを推進すべき地域（重
点地域）として、26地域を位置付けている。 

 

〈戦略 1 都心部の機能強化や名所づくりによる名古屋の魅力・都市力
向上〉 

○納屋橋・四間道地域 

・都心の風格とうるおいを創出します。 

・親水性の高い広場や遊歩道の整備をはかります。また、周辺との回遊
性を高めるとともに、物販、飲食など集客性の高い施設の集積をはか
ることで水辺空間と連携した楽しく散策できる環境づくりをめざしま
す。 

3 

名称 名古屋駅周辺まちづくり構想 

策定年月日等 2014(平成 26)年 9月 

概要 

リニア開業後のまちを見据えた概ね 15年後を目標年次とし、多様な主
体がまちづくりを進めるための共通目標となる基本方針と具体的な取組
みをまとめている。 

 

〈まちづくりの基本方針〉 

・国際的・広域的な役割を担う圏域の拠点・顔を目指す 

・誰にも使いやすい国際レベルのターミナル駅をつくる 

・都心における多彩な魅力をもったまちをつくり、つないでいく 

〈地区の特色を生かしたまちをつくる〉 

・那古野地区：名古屋駅と名古屋城の中間に位置する特性を活かしなが
ら、歴史的な風情や堀川とのつながりを大切にし、ものづくり文化を継
承する企業、商業施設、共同住宅、戸建住宅が調和したまち 

4 

名称 名古屋市観光戦略ビジョン 

策定年月日等 2010(平成 22)年 12月 

概要 

観光を取り巻く環境の変化や名古屋の観光の現状と課題を踏まえたう
えで、基本的な視点と目標を設定し。実現に向けた総合的・体系的な計
画を策定。 

〈視点１ 名古屋らしい魅力の創出〉 

○「歴史観光」の推進 

・歴史的資産を活用したまちづくり 

○「都市観光」の推進 

・産業観光の推進    

・都市機能を活かした取組み 
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〈視点２ 観光プロモーションの推進〉 

○教育旅行の誘致 

〈視点３ おもてなしの充実〉 

○観光案内の充実とホスピタリティの向上 

・ガイドボランティアの育成・活動機会の創出 

〈視点４ 広域観光の推進〉 

・中部圏の特性を活かした広域観光の推進 

・広域観光における情報拠点機能の向上 

5 

名称 名古屋市産業振興ビジョン 

策定年月日等 2016(平成 28)年 3月 

概要 

名古屋市総合計画 2018 のもとでの産業振興施策と就労支援施策に関
する個別計画として位置づけ。また、名古屋市中小企業振興基本条例(平
成 25年 4月施行)の基本理念を踏まえ、企業の支援や小規模事業者への
配慮に関する施策を掲げている。 

 

〈プロジェクトに関する施策〉 

○交流の場づくり 

産業交流拠点の形成など 

○価値づくりの促進 

産学行政等の連携によるイノベーションの創出など 

○新たな価値を生み出す創業・企業支援地域産業活性化のための創業促
進など 

6 

名称 名古屋市歴史まちづくり戦略 

策定年月日等 2011(平成 23)年 7月 

概要 

身近に歴史が感じられるまちづくりに積極的・戦略的に取り組むため、
歴史分野におけるまちづくりの基本方針を策定。 

 

〈戦略Ⅰ 尾張名古屋の歴史的骨格の見え化〉 

・方針 1 名古屋城の再生と城下町のアイデンティティ継承 

・方針 3 有松・堀川など「まち・むら」をつなぐ「道・水」を活かす 

〈戦略Ⅱ 世界の産業文化都市・名古屋のまちづくり資産を活かす〉 

・方針 1 名古屋の近代化・産業発展を支えた屋台骨の再生 

7 

名称 名古屋市歴史的風致維持向上計画 

策定年月日等 2014(平成 26)年 6月 

概要 

歴史まちづくり法に定められる歴史的風致を維持、向上するための方
針及び重点区域、平成 26年度から 10年間の事業についてまとめている。 
 

〈関連施策〉 

・堀川・四間道界隈に見られる歴史的風致 

8 

名称 市設建築物再編整備の方針 

策定年月日等 2015(平成 27)年 9月 

概要 

保有資産量の適正化に向け、今後を見据え本市の市設建築物をどのよ
うに整備あるいは再編していくのかをまとめたもの。 

 

〈主な方針〉 

・2050年度末までに保有資産量を 10％削減します 

・保有資産量削減に向けた基本ルールを設定します 

① 既存施設を更新（建替）する際には、延床面積を縮小する。 

②新規施設の整備（新設・増設）は行わない。 

③社会的なニーズなどへの対応のため、やむを得ず既存施設更新の際
の増床や新規施設の整備（新設・増設）が必要な場合には、総量規制
（中長期の保有資産量削減目標）の範囲内で対応する。 
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9 

名称 名古屋市アセットマネジメント推進プラン 

策定年月日等 2012(平成 24)年 3月 

概要 

公共施設の現状を明らかにし、今後の維持管理・更新に関する基本的
な事項を取りまとめた「基本計画」。 

 

〈アセットマネジメントの取り組み 3本柱〉 

・経費の抑制と平準化 

・施設の集約化 

・保有資産の有効活用と財源確保 

10 

名称 都市再生緊急整備地域（名古屋駅周辺・伏見・栄地域） 

策定年月日等 2015(平成 27)年 7月 24日～ 

概要 

都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図るため、都市再生の
拠点として、都市開発事業等を通じて、緊急かつ重点的に市街地の整備
を推進するもの。また、その整備に関する方針については、国が地域毎
に地域整備方針として定めることとなっている。 

2002(平成 14)年7 月 24 日（都市再生緊急整備地域指定） 

2002(平成 14)年10 月 25 日（拡大） 

2012(平成 24)年1 月 24 日（拡大） 

2012(平成 24)年1 月 25 日（特定都市再生緊急整備地域指定） 

2013(平成 25)年7 月 12 日（拡大） 

 

〈都市再生緊急整備地域の地域整備方針〉 

・整備の目標 

・都市開発事業を通じて増進すべき都市機能に関する事項 

・公共施設その他の公益的施設の整備及び管理に関する基本的事項 

11 

名称 第 2次名古屋駅周辺地区都市再生安全確保計画 

策定年月日等 2016(平成 28)年 2月 

概要 

大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るた
めに必要な、退避のために移動する経路、一定期間退避するための施設、
備蓄倉庫その他の施設の整備等に関する計画。第 1次計画は平成 26年 2

月に策定。 

 

〈地区の特性からみた課題と対応方向〉 

・都市再生安全確保施設の確保 

12 

名称 ものづくり文化のみち 

策定年月日等 2001(平成 13)年度～ 

概要 

「特色ある区づくり推進事業」の一つとして、名古屋駅北東に位置する
西区の南部地域を「ものづくり文化の道」としている。「職人の技と産業」、
「拠点となる産業観光施設」、「物語のある街並みや商店街」などの資源
を活かした活性化に向け、「ものづくり文化の道」構想を推進する 

13 

名称 ノリタケの森地区計画 

策定年月日等 2017(平成 29)年度～ 

概要 

ノリタケ本社工場跡地に、住宅・商業・産業観光・業務地区を設け、再開
発を行う。「ノリタケノの森から広がる上質な潤いのあるまちづくり」を
コンセプトとする。 

 

〈開発方針〉 

・「ノリタケの森」から広がるみどり豊かなまちづくり 

・地域資源の魅力を引き出す「賑わい・交流」  

のまちづくり 

・災害に強い安全・安心なまちづくり 
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14 

名称 名古屋市四間道町並み保存地区保存計画 

策定年月日等 1987(昭和 61)年 6月 10日 

概要 四間道及び大船町通周辺の約 2.8ha を「四間道町並み保存地区」に指定。 

15 

名称 堀川まちづくり構想 

策定年月日等 2012(平成 24)年 10月 

概要 

400年間にわたり名古屋の歴史とともに歩んだ堀川と、その周辺の歴史・
文化資源、まちづくり、市民団体の活動など、堀川をとりまく様々な資
産を「民」「産」「学」「官」の協働により、にぎわいを創出し、その魅力
を発信するもの。 

 

〈四間道エリア〉 

・ビジョン：四間道の町並みに繋がる堀川舟運と荷揚場など往時の堀川
の姿を再生する 
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（３）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による立地規制 

①風俗営業 

ア．風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(愛知県条例)で
定める地域  

条例で定め

る地域 
条例で定める地域に該当する地域 

第一種地域 

都市計画法

で定める 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 

第一種住居地域、第二種住居地域 

第二種地域 準住居地域 

第三種地域 

その他の地域（都市計画法上の近隣商業地域、準工業地域、工業地

域、工業専用地域及び市街化調整区域並びに都市計画法適用除外地

域となるが、市街化調整区域では、新たな建物が建築できない場合

がある。） 

第四種地域 商業地域 

第五種地域 
名古屋市の

区域のうち 

千種区 今池 一丁目 8～13・29・30番、三丁目 4番 

四丁目 7・9～11番、五丁目 1～3・8～13・18～27番 

 内山 三丁目 32・33番 

中区 栄 三丁目 8～13番、四丁目 2～5・7～18・20・21番 
 

新栄 一丁目 1・11・12番 
 

錦 三丁目 12～14・17～19番 
 

イ．許可されない地域    （×…許可できない地域、○…許可できる地域） 

種類 
第一種

地域 

第二種

地域 

第三種

地域 

第四種

地域 

第五種

地域 

1号営業 キャバレー 

× × ○ ○ ○ 

2号営業 低照度飲食店 

3号営業 区画席飲食店 

4号営業 マージャン店・パチンコ店等 

5号営業 ゲームセンター等 

 

ウ．許可されない区域（距離制限） 

許可できる地域であっても、営業所から次表の距離内に上欄の施設があると
許可できない。 

 

第三種地域 第四種地域 

第五種 
地域 

大学以外 

の学校 

保育所 

病院 

有床診療所 

大学以外 

の学校 

保育所 

病院 

有床診療所 

1号～4号営業 100m 50m 70m 
30m 

距離 

規制なし 

5号営業 70m 30m 50m 

4号又は 5号 

営業で 3か月 

以内の期間営業 

30m 30m 30m 30m 

・「学校」とは、学校教育法第 1条で定められている学校（幼稚園を含む。）。  

・「保育所」とは、児童福祉法第 7条で定められている保育所。  

・「病院」とは、医療法第 1条の 5第 1項で定められている病院。（二十人以上の患者を入院させるための

施設を有するもの） 

・「有床診療所」とは、医療法第 1条の 5第 2項で定められている診療所のうち患者を入院させるための施

設を有する診療所。  
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②性風俗関連特殊営業 

ア．営業禁止地域 

種類 禁止地域 

1号営業 ソープランド 
県の全域 

2号営業 店舗型ファッションヘルス 

3号営業 のぞき、個室ビデオ、ストリップ劇場等 
商業地域以外の地域及び保護対象施設の

敷地から 200mの範囲内 

4号営業 
モーテル 県の全域 

ラブホテル等 商業地域以外の地域及び保護対象施設の

敷地から 200mの範囲内 5号営業 アダルトショップ 

6号営業 出会い系喫茶営業 県の全域 

 

イ．保護対象施設 

一団地の官公庁施設 官公庁施設の建設等に関する法律第 2条第 4項で定められている施設 

学校 学校教育法第 1条で定められている学校（大学及び幼稚園を含む。） 

図書館 

図書館法第 2条第 1項で定められている図書館 

（地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が

設置するもの） 

児童福祉施設 

児童福祉法第 7条で定められている施設 

（助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども

園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センタ

ー、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センタ

ー） 

病院 
医療法第 1条の 5第 1項で定められている病院 

（二十人以上の患者を入院させるための施設を有するもの） 

有床診療所 
医療法第 1条の 5第 2項で定められている診療所のうち患者を入院させる

ための施設を有する診療所 

公民館 社会教育法第 5章で定められている公民館 

都市公園 

都市公園法第 2条第 1項で定められている公園 

（都市計画公園・緑地、地方公共団体が都市計画区域内に設置する公園・

緑地） 

 

ウ．制限に係る施設（保護対象施設等） 

 風俗 性風俗 区域内 

学校 ○ ○ 
小学校（旧那古野、幅下、旧江西、笹島、旧新

明）、中学校（笹島）、第三幼稚園 

保育所 ○ ○ 永信保育園 

病院 ○ ○ － 

有床診療所 ○ ○ 坂倉医院 

図書館 － ○ － 

児童福祉施設 － ○ － 

公民館 － ○ － 

都市公園 － ○ 早苗公園、新道中央公園、江西公園、幅下公園 
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風俗営業（1～4号）、性風俗営業（3・4の一部・5号）規制区域 

200m 旧那古野小学校

旧幅下小学校 旧江西小学校 江西公園 

新道中央公園江

第三幼稚園 

永信保育園 

坂倉医院 

笹島中・小学

200m 
70m 

30m 
30m 
100m 

70m 
70m 

旧新明小学校 

100m 
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（４）那古野小学校周辺地区の集合住宅供給状況：2007(平成 19)年以降 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 名前 住所 戸数 住宅タイプ 

1 UURコート名古屋名駅 西区名駅２丁目５－４ 121 賃貸・単身向け 

2 ブリリアタワー名古屋グランスイート 西区名駅２丁目２７－１５ 132 分譲 

3 プレサンス名古屋 STATIONキュオル 西区名駅２丁目６－１５ 44 賃貸・単身向け 

4 プレサンス名古屋駅前プラチナム 西区名駅３丁目７－４ 66 賃貸・単身向け 

5 ライジングコート名古屋駅前東 西区那古野２丁目１－６ 66 賃貸・単身向け 

6 MEIEKI ST 西区那古野２丁目１１－１４ 12 賃貸・単身向け 

7 名駅コートナゴノ 西区那古野２丁目１３－１６ 18 賃貸・単身向け 

8 メゾンリジエール 西区那古野２丁目１８－８ 24 賃貸・単身向け 

9 エクセレント名駅東 西区那古野２丁目２１－２４ 29 賃貸・単身向け 

10 エステムコート名古屋駅前 CORE 西区那古野２丁目２４－２ 86 賃貸・単身向け 

11 さくら Hills名駅 NORTH 西区那古野２丁目２５－１２ 33 賃貸・単身向け 

12 BELISTA那古野 西区那古野１丁目７－６ 24 賃貸・単身向け 

13 ルークス名古屋 西区那古野１丁目１０－４ 9 賃貸・単身向け 

14 GRAND CRU 西区那古野１丁目２０－１９ 9 賃貸・単身向け 

15 ステラ 西区那古野１丁目２０－３３ 6 賃貸・単身向け 

16 アパート 西区那古野１丁目２０－３５ 3 賃貸・単身向け 

17 アマデウス那古野 西区那古野１丁目２５－８ 11 賃貸・単身向け 

18 フォレスト那古野 西区那古野１丁目２８－９ 30 賃貸・単身向け 

19 ヴェルディーク那古野オーセンティック 西区那古野１丁目３７－２２ 23 分譲 

合計 746  

出典：ゼンリン地図 2007.6とグーグル地図 2016.11を比較して作成 
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（５）地域要望 

2014(平成 26)年 11月 16日に地域から提出受けた要望書の一部 
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（６）地域への情報発信 
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